
こ
ん
に
ち
は
、会
長
で
す

　
今
通
常
国
会
で
成
立
し
た
「所
得
税
法
等
の
一部
を
改
正
す
る
法
律
案
」に
は
消
費
税
の
軽
減
税

率
制
度
や
平
成

年
度
か
ら
導
入
さ
れ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
が
導
入
さ
れ
た
場
合
、
事
業
者
の
事
務
負
担
と
免
税
事
業
者
が
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
が

懸
念
さ
れ
、今
後
、イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
に
関
す
る
対
応
の
検
討
に
入
る
こ
と
と
な
る
。

　本連盟は、国民のための税理士制度及び租税制度
を確立するために必要な政治活動を行っています。
　税政連へのご協力をお願いいたします。
　

　　　　　　　　　　　　
※募金用の郵便振込用紙を挟み込んでおります。　

　「税政連サポート募金」は政治資金規正法の関
係上、個人の税理士の方を対象としております。
法人にお勤めの方がお振込をされる場合は個人名
をご記入下さいますようお願い申し上げます。ま
た、個人の方についても日本国籍を有する方に限
らせていただきます。（規正法第 条、第 条の５）

　
東
京
税
理
士
政
治
連
盟

（
以
下
、
東
税
政
）
は
、
単

位
税
理
士
政
治
連
盟
（以
下
、

単

位

税

政

連
）
を
も
っ

て
構
成
す
る

こ
と
と
な
っ

て
お
り
、
単
位
税
政
連
は
支

部
会
員
の
う
ち
「
当
該
単
位

税
政
連
に
入
会
し
た
税
理
士

会
員
」
を
も
っ
て
組
織
さ
れ

て
い
ま
す
。
単
位
税
政
連
は

７
月
１
日
現
在
の
会
員
数
に

会
費
単
価
を
乗
じ
た
額
を
東

税
政
に
納
入
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
東
税
政
の
活
動
は
、
単
位

税
政
連
か
ら
の
会
費
収
入
に

支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
平
成

年
度
以

降
、
単
位
税
政
連
の
会
員
数

と
会
費
収
納
額
は
減
少
し
続

け
て
い
ま
す
。
東
税
政
の
活

動
を
充
実
さ
せ
て
い
く
に

は
、
収
入
の
中
心
と
な
る
単

位
税
政
連
か
ら
の
会
費
収
入

の
増
加
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　
東
税
政
の
目
的
は
「
国
民

の
た
め
の
税
理
士
制
度
及
び

租
税
制
度
を
確
立
す
る
た
め

に
必
要
な
政
治
活
動
を
行

う
」
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
税

理
士
制
度
に
つ
い
て
は
、
一

昨
年
税
理
士
法
改
正
が
あ

り
、
次
期
改
正
に
向
け
て
検

討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
ま
た
、
中
小
企
業
対
策
に

つ
い
て
は
、
消
費
税
の
複
数

税
率
ま
た
そ
れ
に
伴
う
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
、
外
形
標
準
課

税
、
事
業
承
継
等
、
問
題
が

山
積
し
て
お
り
、
厳
し
い
経

営
環
境
を
十
分
に
配
慮
し
、

引
き
続
き
積
極
的
に
活
動
し

て
い
き
ま
す
。
　
　

　
最
近
の
動
向
と
し
て
は
、

平
成

年
度
の
行
政
不
服
審

査
法
の
全
部
改
正
に
伴
い
、

地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
不

服
申
立
機
関
及
び
審
理
員
の

設
置
が
義
務
付
け
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
東
京
税
理
士
会
及

び
支
部
、
単
位
税
政
連
と
連

携
し
、
税
理
士
登
用
の
た
め

に
地
方
公
共
団
体
に
働
き
か

け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
税
政
連
は
党
派
を
超
え

て
、
「
税
理
士
党
」
の
立
場

で
政
治
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。
政
治
活
動
と
い
う
と
、

特
定
の
政
党
あ
る
い
は
政
治

家
の
み
と
交
流
す
る
偏
っ
た

活
動
と
い
う
捉
え
方
も
あ
り

ま
す
が
、
東
税
政
が
行
っ
て

い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
活

動
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
税
政
連
は
、
税
理
士
制
度

の
強
化
や
中
小
企
業
対
策
等

の
施
策
を
掲
げ
、
そ
れ
ら
に

応
援
し
て
い
た
だ
け
る
政
党

・
議
員
と
連
携
し
、
成
果
を

上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
各
方

面
か
ら
一
定
の
評

価
を
受
け
て
い
ま

す
。

　
税
理
士
制
度
の

強
化
や
中
小
企
業
の
側
面
的

支
援
等
を
す
る
た
め
に
は
税

政
連
は
絶
対
に
必
要
で
す
。

　
今
後
、
東
税
政
は
単
位
税

政
連
を
と
お
し
て
、
会
員
の

増
強
に
よ
り
組
織
の
強
化
を

図
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
税
理
士
会
会
員
の
皆
様
に

是
非
ご
理
解
を
賜
わ
り
、
ご

協
力
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

第１部、宮沢自民党税調会長の基調講演

第２部、パネルディスカッション

２面　論説
３面　当面の問題シリーズ
　　　地方法人課税の偏在是正に
　　　ついて
６面　税理士の役割をＰＲ

　
所
得
税
の
確
定
申
告
が
よ
う

や
く
終
わ
っ
た
の
も
束
の
間
、

こ
れ
か
ら
３
月
決
算
法
人
の
申

告
時
期
を
迎
え
る
。
こ
う
し
た

さ
な
か
、
消
費
税
増
税
延
期
と

ダ
ブ
ル
選
挙
に
つ
い
て
の
報
道

が
連
日
飛
び
交
っ
て
い
る
▼
日

銀
が
４
月
１
日
に
発
表
し
た
３

月
短
観
で
は
、
業
況
判
断
指
数

（Ｄ
Ｉ
）が
大
企
業
製
造
業
で
３

ヶ
月
前
調
査
か
ら
６
ポ
イ
ン
ト

悪
化
（
悪
化
幅
は
３
年
３
ヶ
月

ぶ
り
）し
た
。こ
れ
を
受
け
て
同

日
の
日
経
平
均
株
価
は
大
幅
に

値
を
下
げ
た
。
報
道
に
よ
る
と

こ
の
日
安
倍
首
相
は
、
消
費
税

増
税
に
つ
い
て
延
期
す
る
場
合

は
法
改
正
が
必
要
に
な
る
こ
と

に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の
時
の
政

治
判
断
で
決
定
す
べ
き
も
の
だ

と
述
べ
た
。
ま
た
、
７
月
の
参

議
院
選
に
あ
わ
せ
て
衆
議
院
解

散
総
選
挙
に
踏
み
切
る
可
能
性

に
つ
い
て
は
、
全
く
頭
の
片
隅

に
も
な
い
と
否
定
し
た
▼
消
費

税
増
税
を
延
期
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の

よ
う
な
景
気
悪
化
が
生
じ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ

の
原
因
が
経
済
失
策
で
あ
れ
ば

政
府
は
そ
の
責
任
を
取
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
延
期
せ
ず
増

税
に
よ
り
経
済
悪
化
の
事
態
を

招
い
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

政
治
は
結
果
が
す
べ
て
で
あ

る
。
今
回
も
消
費
税
増
税
を
政

局
の
道
具
に
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
。
約
束
し
た
こ
と
が
実

行
出
来
た
の
か
出
来
な
か
っ
た

の
か
、
そ
れ
を
見
極
め
た
う
え

で
政
治
家
や
政
党
を
選
択
す
る

こ
と
、
我
々
が
や
る
べ
き
こ
と

は
そ
う
い
う
シ
ン
プ
ル
な
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

合
同
セ
ミ
ナ
ー
と
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　
本
連
盟
は
東
京
税
理
士
会
と

の
共
催
で
２
月
１
日
、
東
京
税

理
士
会
館
に
お
い
て
合
同
セ
ミ

ナ
ー
及
び
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
を
開
催
し
、
約
３
５
０

名
の
出
席
が
あ
っ
た
。

　
第
一
部
は
、
自
由
民
主
党
税

政
調
査
会
長
の
宮
沢
洋
一
参
議

院
議
員
（
広
島
県
）
を
講
師
に

迎
え
、
「
平
成

年
度
税
制
改

正
大
綱
を
読
む
」
を
テ
ー
マ
と

し
て
基
調
講
演
を
行
っ
た
。

　
第
二
部
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
は
、
「
中
小
企
業
を

取
り
巻
く
現
状
と
今
後
の
展
開

（
軽
減
税
率
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、

事
業
承
継
）
」を
テ
ー
マ
と
し
、

パ
ネ
ラ
ー
に
は
、
衆
議
院
議
員

（
前
内
閣
府
副
大
臣
）
の
平
将

明
氏
、
日
本
商
工
会
議
所
税
制

委
員
長
の
田
中
常
雅
氏
、
東
京

税
理
士
会
専
務
理
事
の
平
井
貴

昭
氏
、
同
会
規
制
改
革
・
納
税

環
境
整
備
等
対
策
室
長
の
宮
本

雄
司
氏
を
迎
え
、
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
は
本
連
盟
政
策
委
員
長

の
坂
田
覚
氏
が
務
め
た
。

　
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
な

ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
「
所

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
」
は
、
３
月

日
の
参

議
院
・
財
政
金
融
委
員
会
で
可

決
さ
れ
た
後
、
同
日
午
後
に
開

催
さ
れ
た
参
議
院
本
会
議
に
お

い
て
、
賛
成
多
数
で
原
案
ど
お

り
可
決
さ
れ
、
成
立
し
た
。

　
そ
の
一
方
で
、
新
聞
報
道
に

よ
れ
ば
、
政
権
内
で
消
費
税
増

税
の
再
延
期
が
浮
上
し
て
い
る

と
い
う
。

　
さ
ら
に
、
首
相
が
再
延
期
を

決
断
す
れ
ば
、
税
制
関
連
法
案

の
修
正
案
の
検
証
と
軽
減
税
率

の
導
入
も
延
期
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
、
今
後
の
流
動
的
な
政

局
の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
連
盟

は
、
「
消
費
税
の
単
一
税
率
を

維
持
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、

引
き
続
き
要
望
し
て
い
く
。

　
ま
た
、
「
所
得
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
の
審

議
を
所
管
す
る
衆
議
院
・
財
務

金
融
委
員
会
や
参
議
院
・
財
政

金
融
委
員
会
で
は
、
免
税
事
業

者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
で
き

な
い
が
た
め
に
取
引
か
ら
排
除

さ
れ
る
懸
念
が
あ
る
と
し
、
多

く
の
議
員
か
ら
の
質
疑
が
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
す
る
政
府
答
弁

は
、
い
ず
れ
も
、
取
引
排
除
の

懸
念
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
に

対
応
し
た
制
度
設
計
、
運
用
で

の
対
応
を
き
ち
ん
と
丁
寧
に
進

め
て
い
く
旨
の
答
弁
が
繰
り
返

さ
れ
た
。
（
４
面
参
照
）

　
今
回
成
立
し
た
改
正
消
費
税

法
が
、
来
年
の
４
月
に
予
定
ど

お
り
施
行
さ
れ
た
場
合
は
、「イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
が
導
入
さ
れ
た

際
に
免
税
事
業
者
が
取
引
か
ら

排
除
さ
れ
る
恐
れ
」
や
「
小
規

模
事
業
者
に
お
け
る
事
務
負
担

の
増
大
」
な
ど
、
問
題
へ
の
対

応
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
中
小

企
業
関
係
団
体
と
連
携
し
て
、

関
係
各
方
面
へ
要
望
し
て
い
く

こ
と
と
な
る
。

東 京 税 政 連（１） 第２０３号２０１６年（平成２８年）５月１日（日曜日） 　　


